
令 和 ７ 年 １ １ 月２７日

紋 別 警 察 署 地 域 交 通 課

第 ５ ７ 号

飲酒運転は重大な犯罪です！
これから年末にかけて、忘年会シーズンとなり、飲酒

の機会が増える時期です。
ハンドルキーパーを指定したり、飲酒の席には車で行かない等、

「 」乗るなら飲むな、飲むなら乗るな
を合い言葉に飲酒運転は絶対にやめましょう。

＜ストップ・ザ・交通事故 ～めざせ 安全で安心な北海道～＞

「いかのにぎり」はご存じですか？
「いかのおすし」は防犯標語ですが、「いかのにぎり」は飲酒運転根絶

のために考案された標語です。
この標語を覚えていただき、みんなで飲酒運転をゼロにしましょう！
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